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建設費補助金制度

【企画財政部】
地域づくり提案事業補助金 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 地域づくり支援枠） 所管省庁

県担当課 地域政策課 地域振興担当（内線２７６８）
支
援 自立を目指す市町村の主体的な地域づくりを支援するため、明確な目標設定と成果検証を行うことによ
目 り、魅力ある地域づくりに取り組む市町村等に対し補助金を交付する。
的

〔対象事業〕
地域資源や市町村の強み等を活かした魅力ある地域づくりに資する事業で、成果指標の設定及び成果

検証を行う以下の事業
（１）市町村が主体的に取り組む提案事業
（２）地域団体等と協働する全員参加の取組のうち、市町村が実施する事業

※補助対象外事業
支 ・国庫補助事業

・県費補助対象事業
・公用施設（庁舎等）の整備、維持管理等に係る事業
・その他、この補助金の趣旨に合致しない事業

〔対象経費〕
対象事業に要する経費から制度上充てられる地方債等の特定財源を控除して得た補助事業者の一般財源

援 に係る経費

※補助対象外経費
・用地取得費（環境保全のための計画的な緑地取得事業等を除く）
・施設等の解体撤去費用
・基本設計に係る費用
・備品購入費（１品の取得価格が１００万円以上のものを除く）
・報償費（講師等の謝金を除く）、旅費（講師等の費用弁償を除く）、食料費、交際費

内

〔支援金額（率）〕
対象経費の１／２以内。ただし、前年度における普通交付税不交付団体については、補助率１／３以内

補助限度額 ・原則として１市町村につき単年度あたり５，０００万円
※（１）の事業については２，５００万円

容 ・２ヵ年にわたる継続事業については計画全体で１億円
※（１）の事業については計画全体で５，０００万円

〔対象団体〕
市町村（政令指定都市を除く）、実行委員会等（商工会、観光協会、地域づくり団体等が市町村とと

もに設置する組織で、事務局が市町村に置かれているものに限る）

〔予 算 額〕２１年度 １，２００，０００千円のうち一部
２０年度 １，１００，０００千円のうち一部

〔採択件数・採択例〕２１年度 未定
２０年度 ７９件 坂戸駅北口周辺にぎわい創出事業（坂戸市）

あつさ はればれ熊谷流事業（熊谷市）
〔根拠法令・要綱等〕地域づくり提案事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕

事業期間 原則として２か年度以内
新規採択期間 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
地方債等（埼玉県ふるさと創造貸付金を含む） ※国庫支出金及び他の県補助金は除く。
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建設費補助金制度

【企画財政部】
市町村緊急支援事業費補助金 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 緊急重点事業推進枠） 所管省庁

県担当課 地域政策課 地域振興担当（内線２７６８）
支

緊急又は不測の事態に対応するために市町村が実施する事業に対して財政支援を行う。
援

目

的
〔対象事業〕

災害、事件、事故等により、緊急又は不測の事態（災害、事件、事故等により、緊急又は不測の事態
が生じるおそれが極めて高いと認められる場合を含む。）に対応するために実施され、特に支援が必要
と認められる事業

支 〔対象経費〕
対象事業に要する経費から制度上充てられる地方債等の特定財源を控除して得た補助事業者の一般財

源に係る経費

〔支援金額（率）〕
対象経費の範囲内で補助事業の目的、規模、補助事業者の財政力その他の事情を勘案して知事が定め

る額
援

〔対象団体〕
市町村、一部事務組合

内

容

〔予 算 額〕 ２１年度 １７０，１００千円
２０年度 １５３，０３８千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度 未定
２０年度 ３件 不発弾処理事業（鳩ヶ谷市）他

〔根拠法令・要綱等〕
市町村緊急支援事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
特になし

〔組合せ出来る他制度〕
地方債等（埼玉県ふるさと創造貸付金を含む）
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建設費補助金制度

【企画財政部】
みんなに親しまれる 制度区分 県補助金
駅づくり事業補助金 所管省庁
（ふるさと創造資金 緊急重点事業推進枠） 県担当課 交通政策課 鉄道担当（内線２２２７）
支

年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが快適に安心して鉄道駅を利用できるように駅のバリアフリー化
援 を進める。

目

的
〔対象事業〕

原則として、エレベーター、スロープ、障害者対応型トイレなど、駅のバリアフリー化に資する施設の
整備（市町村または鉄道事業者が事業主体として設置するもの）

支

〔対象経費〕
施設の整備に係る経費及び関連付帯工事に係る経費（設計費を除く）から、鉄道事業者が負担する額、

国庫補助金、地方債等（埼玉県ふるさと創造貸付金制度により貸付を受けた額を除く）を控除した経費

援 〔支援金額（率）〕
市町村が補助・負担する額の１／２以内（前年度普通交付税不交付団体は１／３以内）
補助限度額は１つの施設につき２０，０００千円

〔対象団体〕
市町村

内

容

〔予 算 額〕２１年度 ６２２，４００千円 、 ２０年度 ５４０，３００千円

〔採択件数・採択例〕
２１年度 未定
２０年度 １７市町２０駅５１施設

熊 谷 市：秩 父 鉄 道 熊 谷 駅 改札内エレベーター、改札内障害者対応型トイレ
春日部市：東武野田線 南桜井駅 改札内外エレベーター、改札内障害者対応型トイレ
上 尾 市：Ｊ Ｒ 高 崎 線 上 尾 駅 改札内下りエレベーター、改札外西口エレベーター 等

〔根拠法令・要綱等〕
みんなに親しまれる駅づくり事業補助金交付要綱
平成２１年度みんなに親しまれる駅づくり事業補助金取扱要領

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
地方債、埼玉県ふるさと創造貸付金
国土交通省所管の国庫補助制度の一部
・交通施設バリアフリー化設備整備費補助金
・鉄道駅総合改善事業
・交通連携推進事業
・道路交通環境改善促進事業
・都市交通システム整備事業
・まちづくり交付金
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建設費補助金制度

【企画財政部】
埼玉県つくばエクスプレス 制度区分 県補助金
建設費無利子貸付資金利子 所管省庁
補助金 県担当課 交通政策課 三セク線調整担当
支 つくばエクスプレスの建設を促進するため、八潮市、三郷市が首都圏新都市鉄道株式会社に行っている

無利子貸付に係る起債利子償還額について予算の範囲内において補助を行い、両市の財政負担の軽減を図
援 る。

目

的
〔対象事業〕

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づくつくばエクスプレ
ス建設事業に対して、市が行った無利子貸付事業

〔対象経費〕
首都圏新都市鉄道株式会社に対して市が行った無利子貸付のために、当該市が地方債措置により資金を

調達した場合の利子償還額
支

〔支援金額（率）〕
起債利子償還額の１０分の２の範囲内で知事が定める額

〔対象団体〕
八潮市、三郷市

援

内

容

〔予 算 額〕 ２１年度 １７，５２１ 千円
２０年度 ２０，０３２ 千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度 ２件 八潮市、三郷市
２０年度 ２件 八潮市、三郷市

〔根拠法令・要綱等〕
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
埼玉県つくばエクスプレス建設費無利子貸付資金利子補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年間
新規採択期間 特になし

〔組合わせ出来る他制度〕
特になし
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建設費補助金制度
【県民生活部】

コミュニティ施設特別整備 制度区分 県補助金
事業補助金 所管省庁
（ふるさと創造資金 地域づくり支援枠） 県担当課 ＮＰＯ活動推進課地域コミュニティ担当（内線２８１９）
支 県内各地で展開されているコミュニティ活動を促進するため、地域住民の心のふれあいの場や身近な生

活環境施設などのコミュニティ施設の整備事業を推進し、自治と連帯に根ざした地域社会の実現と豊かな
援 彩の国づくりに資するものとする。

目

的
〔対象事業〕
①集会所建設 ②小公園整備 ③体育施設整備 ④学校開放施設整備
・事業の要件
１ 地域住民の意向が十分反映され、地域住民の総意を得たものであること。
２ 既存のコミュニティ関連施設との調整を図り、その機能が最大限に活用されるものであること。

支 ３ 維持管理については、地域住民が行うもの又は地域住民の協力が得られるものであること。
４ 新規に整備するものであること。
５ 実施基準に適合するものであること。

〔対象経費〕
・市町村事業 整備事業に要する経費
・地区団体事業 整備事業を実施する地区団体に対して市町村が交付する補助金に要する経費

援
〔支援金額（率）〕
１ 補助限度額

①集会所建設事業
・大規模集会所建設 １，０００万円

（整備事業費４，０００万円以上かつ延床面積３００㎡以上、他にも受益戸数等の要件あり）
・文化性付加集会所建設 ６００万円

内 （通常集会所に文化性の創造に寄与するデザインを付加する場合）
・通常集会所建設 ５００万円

②～④に掲げる対象事業 １５０万円
２ 補助率
（１）事業主体が市町村の場合

整備事業に要する経費の１／２以内
ただし、前年度の普通交付税不交付団体に対しては、１／３以内

容 （２）事業主体が地区団体の場合（④学校開放施設整備は市町村事業に限る）
市町村が地区団体に交付する補助金の１／２以内
ただし、前年度の普通交付税不交付団体に対しては、１／３以内

〔対象団体〕
市町村、市町村→地区団体

〔予 算 額〕２１年度１，２００，０００千円のうち一部
２０年度１，２００，０００千円のうち一部

〔採択件数・採択例〕
２１年度 未 定
２０年度 １８件 ６１，６４１千円（含：前年度繰越分 ３，３３３千円）

集会所 ：13件（蕨市他）
体育施設 ：１件（羽生市）
小公園 ：２件（行田市、北川辺町）
学校開放施設：１件（志木市）

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県コミュニティ施設特別整備事業実施要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
特になし



- 6 -

建設費補助金制度

【環境部】
学校施設エコ改修支援事業補助 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 温暖化対策課エネルギー対策・エコアップ担当

(内線3047)

みどり再生課総合調整・基金担当 (内線3147)

支
小中学校等における太陽光発電設備の設置、校庭緑化、屋上緑化等の施設整備支援に対し補助金を交付

援 する。

目

的
〔対象事業〕

環境対応型の学校（エコスクール）の具体的な施設整備の推進に係る事業

支 〔対象経費〕
①太陽光発電設備設置工事費
②校庭緑化、屋上緑化等の施設整備に係る経費

〔支援金額（率）〕
①補助率：１／２以内（補助限度額：1件当たり5，000千円以内）
②補助率：１／２以内（補助限度額：1件当たり5，000千円以内）

援

〔対象団体〕
①②市町村立（さいたま市立を除く）・私立の小・中学校、特殊支援学校又は幼稚園・保育所

内

容

〔予 算 額〕２１年度 ３０，０００千円 、 ２０年度 ４０，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）６ 件
２０年度 １９ 件

〔根拠法令・要綱等〕埼玉県学校施設等エコ改修支援事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １ 年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕太陽光発電設備設置の場合、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
又は、財団法人広域関東圏産業活性化センターの補助制度が組み合わせ出来る
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建設費補助金制度
【環境部】

浄化槽整備・普及啓発 制度区分 県補助金
事 業 費 奨 励 交 付 金 所管省庁

県担当課 水環境課里川再生担当（内線３０８３）

支 生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び浄化槽の処理能力の向上により、生活
援 環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし、浄化槽の設置費等の補助を行う市
目 町村への補助。
的

〔対象事業〕
○ 対象地域
下水道法第４条第１項または同法第２５条の３第１項の認可を受けた事業計画に定めら
れた予定処理区域外の地域

支 ○ 事業内容
１ 浄化槽設置整備事業

専用住宅に、処理対象人員１０人以下で「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」
に適合する浄化槽を設置しようとする者に対し、その設置に要する費用を助成する事業

２ 浄化槽市町村整備推進事業
市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）が設置主体となる浄化槽の設置に係る付帯工事に

要する費用を助成する事業
援

〔対象経費〕
１ 浄化槽の設置者に対する市町村の補助金
２ 市町村が設置主体となる浄化槽の設置に係る付帯工事の使用者負担分に対する市町村の補助金
３ 市町村が普及啓発に要した経費（需用費、委託料等）

〔支援金額（率）〕
内 １ 浄化槽設置整備事業

（設置費）
既設単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換を伴わない一般型浄化槽の設置については、人

槽区分にかかわらず、浄化槽１基当たり４０千円を上限額とする。その他の場合は、下記基準額の
１／３の額と市町村の総事業費の１／３とを比べて少ない方の額。

一般型 高度処理型
容 人槽区分（人槽） ５ ６－７ ８－10 ５ ６－７ ８－10

基準額 （千円） ３３２ ４１４ ５４８ （ＢＯＤ除去型） ４８９ ６５４ ９０３
（転換費）

既存単独処理浄化槽又は汲取り方式から浄化槽に転換する際の処分費（清掃、消毒及び汚泥処
理、撤去等）として、１基当たり６０千円を上限額とする。

２ 浄化槽市町村整備推進事業
（付帯工事）

１基当たり１２０千円と対象経費の１／３とを比べて少ない方の額。

〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕２１年度 ２０３，３８６千円 、 ２０年度 ２１０，０４６千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 ５３市町村 ２，５９７基
２０年度 ５３市町村 ２，７５２基

〔根拠法令・要綱等〕
浄化槽法、浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
循環型社会形成推進交付金、汚水処理施設整備交付金

国庫補助等 県費補助 市町村
１／ ３ １／３ １／３

← 総事業費 →
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建設費補助金制度
【環境部】

みどりの埼玉づくり 制度区分 県補助金
県民提案事業費 所管省庁

県担当課 みどり再生課総合調整･基金担当(内線3147)

支
援 森林や身近な緑の保全と創出を推進する事業提案を市町村、企業、ＮＰＯ団体等から公募して、適当と
目 認められる事業に対して補助金を交付する。
的

〔対象事業〕
県民企画・実施提案公募事業（森林や身近な緑の保全と創出を推進する事業）

支 対象事業：①みどりを守る活動
②みどりを創る活動（植樹活動を除く）
③みどりを学ぶ・楽しむ活動

援 〔対象経費〕
緑の保全・創出にかかる経費

内 〔支援金額（率）〕
補助率：５００千円までは１０／１０、５００千円を超える部分は１／２
限度額：１，５００千円

容
〔対象団体〕

市町村、企業、公益法人、ＮＰＯ、自治会、ボランティア団体等

〔予 算 額〕２１年度 ２４，０００千円 、 ２０年度 ３０，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）４８件程度
２０年度 ５０件 緑の再生広場づくり（新座市）、里山案内人養成事業（小鹿野町）他

〔根拠法令・要綱等〕
みどりの埼玉づくり県民提案事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 各年度毎

〔組合せ出来る他制度〕
特になし

一人一本植樹運動推進事業費 制度区分 県補助金 【環境部】
（記念植樹推進事業費） 所管省庁

県担当課 みどり再生課総合調整･基金担当(内線3147)

支
援 住民の結婚、出生、退職、新築などの記念に合わせ、市町村が実施する記念樹の配布事業に対し補助金
目 を交付する。
的

〔対象事業〕
支 「一人一本植樹運動推進事業費」のうち「植樹活動事業費」のうち「記念植樹推進事業費」

援 〔対象経費〕
配布用苗木の購入費用

内
〔支援金額（率）〕

容 １市町村当たり３５０千円を上限として助成。１０市町村。

〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕２１年度 ３，５００千円 、 ２０年度 － 千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）１０件程度
２０年度 －件

〔根拠法令・要綱等〕
一人一本植樹運動推進事業補助金交付要綱（仮称）

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 各年度毎

〔組合せ出来る他制度〕
特になし
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建設費補助金制度
【環境部】

一人一本植樹運動推進事業費 制度区分 県補助金
（団体活動支援事業費） 所管省庁

県担当課 みどり再生課総合調整･基金担当(内線3147)

支
県内企業、各種団体が創設○周年記念事業等により、植樹活動を行う場合に、植栽に要する経費に対し

援 補助金を交付する。

目

的
〔対象事業〕

「一人一本植樹運動推進事業費」のうち「植樹活動事業費」のうち「団体活動支援事業費」

〔対象経費〕
支 植樹活動のうち、植栽に要する経費

〔支援金額（率）〕
補助率：５００千円までは１０／１０、５００千円を超える部分は１／２
限度額：１，５００千円

援
〔対象団体〕

市町村、企業、公益法人、ＮＰＯ、自治会、ボランティア団体等

内

容

〔予 算 額〕２１年度 １２，０００千円 、 ２０年度 － 千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）２０件程度
２０年度 －件

〔根拠法令・要綱等〕
一人一本植樹運動推進事業補助金交付要綱（仮称）

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 各年度毎

〔組合せ出来る他制度〕
特になし



- 10 -

建設費補助金制度
【環境部】

みどりの街なみ推進事業費 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 みどり再生課総合調整･基金担当(内線3147)

支
市街地において市町村や民間事業者等が行う緑の創出に寄与する事業に対して補助金を交付する。

援

目

的
〔対象事業〕

①公開性のある市町村施設で行う屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化など
②公開性のある民間施設で行う屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化など
③市町村と地域住民が協働で実施する緑化活動。市街化区域内の公共公益施設（道路、公園、学校、病
院等）で県が開発した技術を活用する３００㎡以上の緑化

支
〔対象経費〕

①②屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化等の施設整備に係る経費（用地費除く）
③緑化活動に係る材料費相当分

〔支援金額（率）〕
①補助率：１／２、補助限度額：５，０００千円

援 ②補助率：２／３、補助限度額：５，０００千円
③ 補助限度額：６，０００千円

〔対象団体〕
①市町村
②民間事業者等
③市町村、自治会等地域の団体

内

容

〔予 算 額〕２１年度 ４２，０００千円 、 ２０年度 ５８，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） ８件程度
２０年度 １１件 屋上緑化（鳩ヶ谷市）

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県みどりの街なみ創出支援事業補助金交付要綱、埼玉県みどりのモデル展示事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 各年度毎

〔組合せ出来る他制度〕
特になし
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建設費補助金制度
【福祉部】

保育サービス施設整備事業費 制度区分 県補助金
（駅前等家庭保育室） 所管省庁

県担当課 子育て支援課 保育施設担当（内線３３２８）
支

保育所待機児童を早期に解消するため、認可外保育施設の一つである家庭保育室の新たな設置を促進
援 し、特に待機児童の多い低年齢児の受入枠拡大を図る。

目

的
〔対象事業・対象経費〕

駅前等の既存建物の小さなスペースを活用して行う家庭保育室の設置を促進し、特に待機児童の多い低
年齢児の受入枠拡大を図る。

家庭保育室設置者が、家庭保育室を設置（又は既存家庭保育室の定員増）するために必要な改修費及び
初度備品費を助成する。

支 〔支援金額（率）〕
区 分 補助基準額 補助率（負担区分）
改 修 3,000千円（※） １０／１０ （県１／２、市町村１／２）

※１施設当たり。
〔対象団体〕

援 市町村→家庭保育室設置者

内

容

〔予 算 額〕２１年度７，５００千円、２０年度７，５００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） ５件
２０年度 （実績） ２件（所沢市 １件、新座市 １件）

〔根拠法令・要綱等〕
駅前等家庭保育室開設準備費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 ２１．４．１～２２．３．３１
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
特になし

補助金額＝対象事業費（市町村補助対象額）
×１／２ ← 対象事業費 →

県補助金 一般財源
（対象事業費×１／２）
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建設費補助金制度

【福祉部】
病児一時預かり保育室 制度区分 県補助金
整備事業 所管省庁

県担当課 子育て支援課（内線３３３０）

支
保育所に通所中の子どもが、病気や病気回復期にあり集団保育が困難なために通常の保育所に通えない

援 状況にあるものの、仕事の都合でどうしても保護者が家庭で育児できない場合に、適切な看護・保育体制
のもとで子どもを一時的に預かる「病児保育室」の医療機関等への設置を促進し、子どもにとっても親に

目 とっても安心して過ごせ、育児と仕事が両立できる環境を整備する。

的

〔対象事業〕
医療機関等が新たに病児・病後児保育を実施するために保育室・安静室・調理室などの施設を整備する場

合、施設の設置・整備に要する経費の一部を助成する。

支

〔支援金額（率）〕
４，１６０千円（４人定員の場合） 県１／２ 市町村１／２

〔対象団体〕
援

市町村

補助金額＝総事業費（市町村補助対象額）×１／２

内

容

〔予 算 額〕２１年度 ６，２４０ 千円 、 ２０年度 ８，３２０ 千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） ３ 件
２０年度 ２ 件

〔根拠法令・要綱等〕
病児一時預かり保育室整備事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １ 年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
特になし

← 対象事業費 →

県補助金 一般財源
（総事業費×１／２）
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建設費補助金制度
【福祉部】

認定こども園整備促進 制度区分 県補助金
事業費補助金 所管省庁

県担当課 子育て支援課 保育施設担当（内線３３２８）
支 認定こども園として幼稚園が空き教室や敷地などを利用して保育所を整備する経費を補助し、質の高い

保育サービスの提供を促進することにより、保育所待機児童の解消を図る。
援

目

的
〔対象事業・対象経費〕

幼稚園設置者（学校法人）が、幼稚園の園舎や敷地を活用した保育所を設置して認定こども園となる場
合に、必要となる改修等の費用の一部を補助する。

〔支援金額（率）〕
支

区 分 補助基準額 補助率（負担区分）
改 修 600千円（※） １／２以下（設置者１／２以上、県１／４、市町村１／４以下）
増 築 1,250千円（※）

※ 定員１人当たり。

〔対象団体〕
援 市町村→私立幼稚園

内

容

〔予 算 額〕２１年度 １８，２５０千円、２０年度 ２１，５００千円
〔採択件数等〕

２１年度 （予定） ３件１００人
２０年度 （実績） １件 ３０人（桶川市：３０人は補助の上限）

〔根拠法令・要綱等〕
認定こども園整備促進事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 ２１．４．１～２２．３．３１
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
特になし

補助金額＝
対象事業費（市町村補助対象額）×１／４ ← 対象事業費 →

県補助金 一般財源 設置者負担

（対象事業費 （対象事業費 (対象事業費×1/2以上)
×１／４） ×1/4以下） ×１／４）
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建設費補助金制度

【保健医療部】
山間山添い地域水道水源開発 制度区分 国庫補助金・県補助金
施設整備費償還金補助 所管省庁 厚生労働省 健康局 水道課

県担当課 生活衛生課 水道担当（内線3616）
支 山間山添い地域で水道水源を確保するため、市町村が水道水源開発施設の整備費として借り入れた企業

債（公的資金補償金免除繰上償還等による借換企業債を含む）の元利償還金（独立行政法人水資源機構へ
援 の償還金を含む）に対して、県費補助金を交付し地元負担の軽減を図る。

目

的
〔対象事業〕
市町村が独自に水道水源開発を実施する場合で水道水源開発施設整備費国庫補助の対象となった事業。

〔対象経費〕
支 水道水源開発施設整備費国庫補助対象事業として実施する水源開発施設の建設費の企業債（公的資金補償

金免除繰上償還等による借換企業債を含む）に係る元利償還金（水資源開発公団の割賦金を含む）

〔支援金額（率）〕
県補助金 補助率 １／３（国庫補助率１／２の場合）

１／２（国庫補助率１／３の場合）
援 0.39278（国庫補助率0.45106の場合）

〔対象団体〕
飯能市、寄居町、深谷市（旧川本町）、小鹿野町、秩父市

内

容

〔予 算 額〕２１年度 １３０，７１８千円 、 ２０年度 １３０，１３２千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）５件 有間ダム（飯能市）、合角ダム（寄居町、深谷市、小鹿野町）
浦山ダム（秩父市）

２０年度 ５件 有間ダム（飯能市）、合角ダム（寄居町、深谷市、小鹿野町）
浦山ダム（秩父市）

〔根拠法令・要綱等〕
山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 償還金に対応する年数
新規採択期限 なし

〔組合せ出来る他制度〕
（建設事業費については、国庫補助金が対象となるが、県費補助は元利償還金に対する補助である。）
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建設費補助金制度

【保健医療部】
安全な飲料水確保緊急対策 制度区分 国庫補助金・県補助金
事業費 所管省庁 厚生労働省 健康局 水道課

県担当課 生活衛生課 水道担当（内線3616）
支 水質悪化等に対応し、安全な飲料水を確保するために、緊急に水道未普及解消事業に取り組む水道事業

体に対して補助金を交付し、事業の促進を支援することにより生活環境の改善、公衆衛生の向上を図る。
援

目

的
〔対象事業〕
水源地域対策にかかる助成制度の適用外であり、水道料金（家庭用１ヶ月10�）が県平均以上である水道

事業体が実施している、又は、平成１５年までに着手する予定である水道未普及解消事業

支 〔対象経費〕
水道未普及解消事業を実施するための整備として借り入れた企業債の元利償還金

〔支援金額（率）〕
県補助金 補助率 １／２

援
〔対象団体〕

東秩父村

内

容

〔予 算 額〕２１年度 ７，１８３千円 、 ２０年度 １０，４６０千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） １件 東秩父村
２０年度 ２件 東秩父村、本庄市

〔根拠法令・要綱等〕
安全な飲料水確保緊急対策費交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 企業債の償還開始から１０年間
新規採択期限 平成１５年度

〔組合せ出来る他制度〕
（建設事業費については、国庫補助金が対象となるが、県費補助は元利償還金に対する補助である。）
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建設費補助金制度

【産業労働部】
商店街施設整備事業補助 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 商業支援課 商業振興担当（内線3761）

支
商店街の賑わい等を創出するための新たな施設の整備に係る事業に補助する。

援

目

的
〔対象事業〕

商店街等が行う新たな施設整備事業
支

〔対象経費〕
施設建設、取得費用（土地又は権利の取得に係る経費を除く。）

援

〔支援金額（率）〕
市町村補助額と同額又は補助対象経費の1/3(街路灯1/4)以内 【下限】50万円 【上限】1,000万円

内 （ＡＥＤは下限なし）

〔対象団体〕
容 市町村→商店街、商工会議所、商工会

〔予 算 額〕２１年度 ２０，０００千円 、 ２０年度 ３０，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） １２件
２０年度 １２件（街路灯設置事業 川口市、ポイントカード機器設置事業 川越市等）

〔根拠法令・要綱等〕
商店街施設整備事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
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建設費補助金制度

【産業労働部】
商店街地域資源活用事業補助 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 商業支援課 商業振興担当（内線3761）

支
商工会、商工会議所、法人商店街、ＮＰＯ法人又は社会福祉法人が実施する既存建築物（歴史的建築物

援 や空き店舗等）を活用した商店街の賑わい等に資する施設の設置に係る費用を補助する。

目

的
〔対象事業〕
（１）歴史的建築物等を営業用（入場料等を徴収するもの及び売買に係るもの）に活用する事業

チャレンジショップ、農産物直売所、子育て広場等
（２）歴史的建築物等を非営業用（前号に係るもの以外のもの)に活用する事業

支 ギャラリー、観光案内所、民間交番等
（３）空き地を駐車場・駐輪場等に活用する事業

駐車場、駐輪場等
〔対象経費〕
（１）改装費、賃料

援 （２）改装費、賃料、事業費
（３）土地賃借料
〔支援金額（率）〕

市町村と同額以内で
（１）改装費 ４００万円(対象経費の1/3)以内

内 賃借料 初年度・翌年度・翌々年度各１９２万円(対象経費の2/5)以内
広告宣伝費 １０万円(対象経費の1/3)以内

（２）改装費 ４００万円(対象経費の1/3)以内
賃借料 初年度・翌年度・翌々年度各１９２万円(対象経費の2/5)以内
事業費 (物品購入費、委託料、賃金、謝礼金、印刷製本費、使用料及び賃借料、備品購入費)

容 初年度１５０万円、次年度１００万円以内
（３）土地賃借料 初年度・翌年度・翌々年度各１２０万円以内
〔対象団体〕

市町村→法人商店街、商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人、社会福祉法人

〔予 算 額〕２１年度 ８，０００千円 、 ２０年度 ８，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） ５件
２０年度 ５件（秩父館運営事業 秩父市、チャレンジショップ運営事業 坂戸市等）

〔根拠法令・要綱等〕
商店街地域資源活用事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 事業開始から２年以内
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
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建設費補助金制度

【産業労働部】
商店街ＣＯ２削減 制度区分 県補助金
・省エネ促進事業 所管省庁

県担当課 商業支援課 商業振興担当（内線3761）
支

ＣＯ２削減・省エネ対策（ソフト）に取り組む商店街が既存の街路灯に改修する取組に対し補助する。
援

目

的
〔対象事業〕

省エネ街路灯（ＬＥＤ照明）への改修
支

〔対象経費〕
改修費用

援

〔支援金額（率）〕
市町村補助額と同額又は補助対象経費の1/4以内 【下限】25万円 【上限】250万円

内

〔対象団体〕
容 市町村→商店街

〔予 算 額〕２１年度 １５，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） １５件
２０年度 －

〔根拠法令・要綱等〕

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
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建設費補助金制度
【産業労働部】

観光資源魅力アップ事業 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 地域づくり支援枠） 所管省庁

県担当課 観光課 観光・物産振興担当(内線3955)
支 自然や文化など多彩な観光資源の魅力を高めるため、市町村が行う観光資源等の整備を支援し、魅力あ

る観光地を形成する。
援

目

的
〔対象事業〕

１ 施設整備事業（ハード）
(1) 観光施設の新設
(2) 観光施設の改装、復元、移築
(3) 観光施設の魅力強化設備の設置

支 (4) 観光基盤の整備
(5) 観光サインの設置
(6) その他観光地の魅力を高める観光資源等の整備で知事が特に認めたもの

２ 観光振興戦略事業（ソフト）
(1) 広域的な観光振興計画の策定
(2) 実践的な誘客促進事業

援
〔対象経費〕

１ 施設整備事業（ハード）に係る工事費等
２ 観光振興戦略事業（ソフト）に係る経費等

〔支援金額（率）〕
内 １ 施設整備事業（ハード）

補助率 １／３以内（前年度の財政力指数０．４２以下の団体に対しては１／２以内、
前年度の普通交付税不交付団体に対しては１／４以内）

補助限度額 １０，０００千円
２ 観光振興戦略事業（ソフト）

補助率 １／２以内（前年度の普通交付税不交付団体に対しては１／３以内）
容 補助限度額 １，０００千円

〔対象団体〕
市町村（観光協会や第三セクターに補助する場合を含む）
（政令市は除く）

〔予 算 額〕２１年度 １，２００，０００千円のうち一部
２０年度 １，２００，０００千円のうち一部（交付決定額 ３３,０７０千円）

〔採択件数・採択例〕
２１年度 未定
２０年度 ２７件 川 越 市 「ＮＨＫ連続テレビ小説「つばさ」プロジェクト事業」ほか

北 本 市 「北本トマトブランド化推進事業」ほか
秩 父 市 「札所観光トイレ設置事業」ほか
長 瀞 町 「長瀞町ＮＨＫ連続テレビ小説「つばさ」支援事業
所 沢 市 「観光案内板設置事業」
飯 能 市 「観光トイレ設置事業」ほか
日 高 市 「巾着田歩道整備事業」
行 田 市 「ぎょうだ歴史ロマンの道・観光案内板設置事業」ほか

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県観光資源魅力アップ事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
ハード整備事業については地方債（ふるさと創造貸付金）
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建設費補助金制度

【農林部】
茶小規模条件整備事業費補助金 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 生産振興課 園芸・特産担当 （内線４１１６）

支 防霜施設等の整備により、気象災害の影響を回避し、高品質茶の安定生産を図る。
援
目
的

〔対象事業〕
１ 市町村、農業協同組合又は農家集団が行う防霜施設等の整備

支 ２ 事業要件
栽培面積がおおむね４ｈａ以上の地区であり、事業規模については、次に掲げるとおりとする。

（１）防霜施設
受益面積がおおむね１ｈａ以上とする。

援 （２）生産安定施設
組織的な利用が行われること。

〔対象経費〕
内 防霜施設等の整備に要する経費

〔支援金額（率）〕
標準事業費 ４，０００千円

容 補 助 率 ３／１０以内

〔対象団体〕
市町村、農業協同組合、農家集団

〔予 算 額〕 ２１年度 ２，４００千円 、 ２０年度 ３，０００千円

〔採択件数・採択例〕
２１年度 （予定） ２件
２０年度 ２件

〔根拠法令・要綱等〕
茶小規模条件整備事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年間
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
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建設費補助金制度

【農林部】
県単独治山事業補助金 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 森づくり課 治山・森林管理道担当（内線4316）

支
小規模な治山施設の整備を行い、山地災害の発生の予防、または、山地災害の拡大の防止を図る。

援

目

的
〔対象事業〕

地域防災計画に掲載されている山地災害危険地区における、山地災害の予防または災害拡大の防止

〔対象経費〕
支 施設整備に要する工事費、委託料及び事務費

〔支援金額（率）〕
事業費の１／２以内

援 〔対象団体〕
市町村

内

容

〔予 算 額〕２１年度 １２，０００千円 、 ２０年度 １５，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）７件（秩父市）他
２０年度 ７件（秩父市）他

〔根拠法令・要綱等〕
（県）林業関係補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
地方債 自然災害防止事業債
補助金額＝総事業費×１／２

対象事業費

県補助金 自然災害防止事業債
（総事業費×１／２） (総事業費-県補助金)×充当率100%
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建設費補助金制度

【農林部】
県単独森林管理道整備 制度区分 県補助金
事業費補助金 所管省庁

県担当課 森づくり課 治山・森林管理道担当 （内線４３１４）
支

適切な森林整備の推進や林業経営の効率化及び山村生活環境の改善などを図るため、その基盤となる森
援 林管理道の整備に必要な費用の一部を助成する。

目

的
〔対象事業〕

埼玉地域森林計画書に計画されている森林管理道（林道）の改良・舗装

〔対象経費〕
支 施設整備に要する本工事費、付帯工事費、測量費及び事務費

〔支援金額（率）〕
事業費の３／１０以内

援 〔対象団体〕
市町村

内

容

〔予 算 額〕２１年度 １，２６９千円 、 ２０年度 １，５００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） ２件（ときがわ町、東秩父村）
２０年度 ２件（ときがわ町、寄居町）

〔根拠法令・要綱等〕
（県）林業関係補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
地方債 一般単独事業債

｛総事業費－県補助金（対象事業費×補助率）｝×充当率７５％

対象事業費
県補助金 一般単独事業債 一般財源
対象事業費 （総事業費－県補助金）×７５％

×補助率
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建設費補助金制度
【農林部】

美しい森づくり事業費補助金 制度区分 県補助金
（森林整備促進事業費補助金） 所管省庁

県担当課 森づくり課 間伐・森林循環担当（内線4321）
支

針葉樹や広葉樹の育成等による多様な森林整備を促進し、森林の持つ水源かん養機能及び二酸化炭素の
援 吸収・貯蔵機能などの公益的機能の増進を図る。

目

的
〔対象事業〕

地域森林計画の対象森林の区域内で行う１施行地の面積が０．０５ｈａ以上の植栽・保育等の森林整備

〔対象経費〕
上記に要する経費

支

〔支援金額（率）〕
対象経費の３／１０

〔対象団体〕
援 市町村 、森林組合等

内

容

〔予 算 額〕 ２１年度 ２，１２０千円、 ２０年度 １，２４３千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度 未定
２０年度 ８件（秩父市）他

〔根拠法令・要綱等〕
（県）林業関係補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年間
新規採択期限 特になし

〔組合わせ出来る他制度〕
地方債 総事業費

県補助金 公有林・草地 一般
開 発 事 業 債 財源

総事業費×3/10 (総事業費－県補助金)×90%
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建設費補助金制度
【農林部】

美しい森づくり事業費補助金 制度区分 県補助金
（予防薬剤注入事業費補助金） 所管省庁

県担当課 森づくり課 間伐･森林循環担当(内線4321)
支

松くい虫被害のまん延を防止し、健全な森林を保全する。
援

目

的
〔対象事業〕

健全な松林へ予防薬剤の注入による松くい虫被害の防止

〔対象経費〕
上記に要する経費

支 〔支援金額（率）〕
対象経費の３／１０

〔対象団体〕
市町村

援

内

容

〔予 算 額〕 ２１年度 ４４６千円、 ２０年度 ３２２千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度 ３件（予定）
２０年度 ２件（吉見町、長瀞町）

〔根拠法令・要綱等〕
（県）林業関係補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年間
新規採択期限 特になし

〔組合わせ出来る他制度〕
特になし
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建設費補助金制度
【農林部】

美しい森づくり事業費補助金 制度区分 県補助金
（間伐材利用促進事業費補助金） 所管省庁

県担当課 森づくり課 間伐・森林循環担当（内線4321）
支

間伐材による流出・滑落などによる災害を防ぐため、国庫補助事業の対象とならない小径木や形質不良
援 木の搬出・運搬に係る経費に対し支援する。

目

的
〔対象事業〕

間伐材を林内から木材加工・製材工場等へ搬出・運搬し、間伐材利用の促進

〔対象経費〕
支 上記に要する経費

〔支援金額（率）〕
定額

援 〔対象団体〕
市町村、森林組合等

内

容

〔予 算 額〕 ２１年度 ９，０００千円、 ２０年度 ９，０００千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 未定

２０年度 ６件（飯能市）他
〔根拠法令・要綱等〕

（県）林業関係補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年間
新規採択期限 特になし

〔組合わせ出来る他制度〕
特になし



- 26 -

建設費補助金制度
【農林部】

団体営農地防災事業費補助金 制度区分 国庫補助金・県補助金
所管省庁 農林水産省 防災課
県担当課 農村整備課水利施設整備担当（内線4347）

支
老朽化したため池等の農業用用排水施設を整備して、農用地・農業用施設及び公共施設の災害を未然に

援 防止する。

目

的

〔対象事業〕
１ 災害発生の防止等が必要な小規模な農業用ため池の改修又は廃止を行うもので、その受益面積が
10ha未満であり、総事業費８百万円以上となる事業（ため池）

２ 構造が不十分又は適当でない農業用河川工作物を改修するもので、総事業費が８百万円以上５０百
万円未満となる事業（河川応急）

支 〔対象経費〕
整備に要する工事費及び事務費

〔支援金額（率）〕
工事費：1 た め 池 60％以内［国50％・県①公的被害あり10％以内、②公的被害なし1％以内］

2 河川応急 75％以内［国50％・県25％以内］

援 事務費： 国50％・県0％

〔対象団体〕
市町村、土地改良区

内

容

〔予 算 額〕 ２１年度 － 円 ２０年度 ２５，４１０千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 － 件

２０年度 １ 件 諸倉池(美里町）

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県農地防災事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 ３年以内
新規採択期限 特になし

〔組合わせ出来る他制度〕
一般公共事業債（災害関連(1)一般分……農地防災）対象事業の１のみ対象
…………………… 充当率９０％（本来分３０％、財源対策債分６０％）

財源対策債相当額の元利償還分について５０％が基準財政需要額に算入

地方債額＝市町村負担額（対象事業費－補助金等）×充当率９０％〔30％（本来分）＋60％（財源対策債分）〕
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建設費補助金制度
【農林部】

団体営基盤整備促進事業費 制度区分 国庫補助金・県補助金
補助金 所管省庁 農林水産省 農地整備課

県担当課 農村整備課 低コスト農地整備担当（内線4350）
支

多様化・高度化する食糧需要に対応しつつ地域農業の振興を図るため、地域の実情に応じて必要な土地
援 改良事業を総合的・一体的に実施することにより耕地の汎用化を促進し農用地の高度利用による効率的な

複合経営の確立を図る。
目

的

〔対象事業〕
①農業用用排水施設 ②農道（農道環境を含む） ③暗渠排水 ④客土 ⑤区画整理 ⑥土壌改良
⑦農地造成 ⑧農用地保全 ⑨交換分合 ⑩営農用水施設 ⑪農業集落道 ⑫防災安全施設

１ 担い手育成タイプ
支 （１）①～⑤までのいずれか又は二以上を併せ行うものであって、これらの受益面積の合計がおお

むね５ｈａ以上であり、かつ担い手への農地の利用集積が見込まれるもの。
（２）（１）に掲げる施策と併せ行う⑥～⑨まで及び⑩～⑫に掲げるもの。

２ 一般タイプ
（１）①～⑤までのいずれか又は二以上を併せ行うものであって、これらの受益面積の合計がおお

むね５ｈａ以上であり、かつ、農業用用排水施設等の整備・保全が見込まれるもの。
援 （２）（１）に掲げる施策と併せ行う⑥～⑨まで及び⑩～⑫に掲げるもの。

〔対象経費〕
整備に要する工事費及び事務費

〔支援金額（率）〕
工事費：・担い手育成タイプ 70%以内［国50%・県20%以内（H17～19年度新規採択地区は10%,5%)］

内
・一般タイプ 60%以内［国50%・県10%以内（H17～19年度新規採択地区は1%)］

（農道環境は国50%・県0%）

事務費： 国50%・県0%

※ H19年度新規採択地区における国からの支援は、対象団体へ直接補助となる。
容

〔対象団体〕
市町村、土地改良区

〔予 算 額〕 ２１年度 ５５，９６５千円
２０年度 １０１，２２４千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度 ０件
２０年度 ０件

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県土地改良事業関係補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 ５年以内
新規採択期限 特になし

〔組合わせ出来る他制度〕
特になし
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建設費補助金制度
【農林部】

彩の国ゆたかなむらづくり 制度区分 国庫補助金・県補助金
整備事業 所管省庁 農林水産省 農村整備課
（農業集落排水事業費補助金） 県担当課 農村整備課 農村下水道担当（内線4349）

支 農村社会における混住化の進展、生活様式の高度化等、農業及び農村を取り巻く状況の変化により、農
業用用排水の汚濁が進行し、農作物の育成障害、土地改良施設の維持管理費の増大、悪臭の発生等、農業

援 生産環境及び農村生活環境の両面に大きな問題が生じている。
このため、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、併

目 せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥又は、雨
水を処理する施設を整備し、もって生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資することを目

的 的とする。

〔対象事業〕
汚水、汚泥又は雨水を処理する施設及びこれに付帯する施設の整備又は改築
１ 対象地区は、原則として農業振興地域とする。
２ 受益戸数がおおむね２０戸以上の施設を補助対象とする。また排水路末端の受益戸数は２戸以上と

支 する。
３ 汚水処理施設は、原則として処理対象人口おおむね１，０００人程度に相当する規模以下を単位と
して計画、施行する。

〔対象経費〕
建設に要する本工事費及び付帯事務費（汚水処理施設周辺の門、柵、ヘイを除く）

援
〔支援金額（率）〕

工事費：平成１２～１４年度採択地区 国 ５／１０以内、県 １.５／１０以内
平成１５年度以降採択地区(一般) 国 ５／１０以内、県 １.５／１０以内（対象は処理場のみ）

〃 (機能強化) 国 ５／１０以内
事務費：国 ５／１０以内

内
〔対象団体〕

市町村、土地改良区、農業協同組合、農業者等が組織する団体

容

〔予 算 額〕２１年度 １，０７６，１０９千円 、 ２０年度 １，７６５，２５９千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）０件
２０年度 ２件 東第二地区（吉見町）、南部中央２期地区（美里町）

〔根拠法令・要綱等〕
農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱、村づくり交付金実施要綱、
汚水処理施設整備交付金交付要綱、埼玉県農村総合整備事業補助金交付要綱、
埼玉県農業集落排水整備推進交付金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 平成１４年度以降採択地区 ６年以内
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
下水道事業債 …………… 地方債額の約５０％を後年度交付税措置

地方債額＝（対象事業費－国庫補助金－受益者負担金）×充当率１００％－県補助金
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建設費補助金制度
【農林部】

県費単独土地改良 制度区分 県補助金
事業費補助金 所管省庁

県担当課 農村整備課 農村環境担当（内線4348）
支

農業水利施設を有効に活用し、地域（施設管理者、地域住民、ＮＰＯ、市町村等）と連携・協働。
援

目

的

〔対象事業・支援金額（率）〕
事 業 名 採択基準 補 助 率

かんがい排水事業 2ha（山村丘陵地域1ha）以上
支 畑地かんがい5ha以内

危険個所への安全施設
都市排水と共用する施設
山間地域の農地保全施設

ほ場整備事業 5ha以内
暗渠排水、客土等単独事業 33%以内

援 農道整備事業 2ha（山村丘陵地域1ha）以上 (暗渠、客
延長1,000m以内 土のみ30%
有効幅員2m（山村丘陵地域 幅 以内)
員1m）以上5m以内

防災事業 1ha以上
内 ため池

特認事業 採択基準に定める基準により
難いものについて特に知事の
承認を受けたもの。

〔対象経費〕
整備に要する工事費

容
〔対象団体〕

市町村、土地改良区

〔予 算 額〕 ２１年度 １３７，２４２千円 ２０年度 ４１，５４７千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度（予定） ４１地区 ２０年度 ２８地区

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県土地改良事業関係補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年（原則）
新規採択期限 特になし

〔組合わせ出来る他制度〕
一般単独事業債（１一般事業……(20)その他事業……④産業経済施設（ふるさと農道緊急整備事業）

農道整備事業のみ対象（ふるさと農道緊急整備事業）……地方債額の３０～５０％を後年度交付税措置

地方債額＝市町村負担額（対象事業費－補助金等）×充当率９０％

ふるさと農道緊急整備事業と組み合わせて農道整備をした場合(補助残を全額市町村が負担する場合)

← 対 象 事 業 費 →
臨時地方道整備事業債 50.25％分 県補助金 一般財源 ※地方債の後年度交付税措置
財源対策債 10.05％分 臨時地方道整備事業債 30%

（総事業費×６０．３％） （３３％） （6.7％） 財源対策債 50%



- 30 -

建設費補助金制度
【農林部】

水と緑の田園都市・ 制度区分 県補助金
水辺再生事業 所管省庁
（水と緑の田園都市・水辺再生事業費） 県担当課 農村整備課 農村環境担当（内線4348）
支

農業用水路などを有効に活用し、地域と連携・協働を図りながら、県民誰もが水辺に愛着を持ち、ふる
援 さとを実感できる「川の国 埼玉」を実現する。

目

的
〔対象事業〕

農業水利施設を有効に活用して管理者（土地改良区、市町村）が、地域（地域住民、ＮＰＯ、学校な
ど）と連携・協働を図りながら、景観、親水性及び生態系に配慮した整備を実施
〔対象経費〕

整備に要する工事費及び事務費
支

〔支援金額（率）〕
工事費：県 １／２以内

事務費：県 工事費の３％以内

〔対象団体〕
援 市町村、土地改良区

内

容

〔予 算 額〕２１年度 ２２１，７５０千円 ２０年度 ６３，０００千円

〔採択件数・採択例〕
２１年度 ９箇所（予定）
２０年度 ３箇所 東京葛西用水地区（越谷市、草加市、八潮市）、会の川地区（見沼代用水土地

改良区）、酒巻地区（元荒川上流土地改良区）

〔根拠法令・要綱等〕
水と緑の田園都市・水辺再生事業実施要領、水と緑の田園都市・水辺再生事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 平成２０年度から平成２３年度まで
新規採択期限 平成２２年度まで

〔組合せ出来る他制度〕
なし
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建設費補助金制度

【県土整備部】
市町村道路整備 制度区分 県補助金
事業費補助金 所管省庁
（ふるさと創造資金 地域づくり支援枠） 県担当課 道路街路課 市町村道担当（内線5086）
支

市町村道の整備を促進するため、市町村が行う道路整備事業に対し、当該事業に要する経費について、
援 予算の範囲内で補助金を交付する。

目

的
〔対象事業〕

市町村道として認定されている道路の整備で、国庫補助対象事業を除く次に掲げる事業とする。
ただし、当該路線が幹線市町村道であること、新設もしくは改築の計画が道路構造令に基づくものであ

ること及び当該年度の事業費が５００万円以上であることを要件とする。
１ 道路改築事業

支 ２ 橋りょう整備事業
３ 踏切構造改良事業
４ 道路震災対策事業
５ その他知事が必要と認めたもの

〔対象経費〕
援 本工事費のみ

〔支援金額（率）〕
補助対象事業費から地方債等の特定財源を控除した一般財源の３分の１以内。ただし、前年度の普通交

付税不交付団体に対しては４分の１以内とする。

内
〔対象団体〕

市町村（政令指定都市を除く）

容

〔予 算 額〕２１年度 1,200,000千円の一部 、 ２０年度 1,100,000千円の一部
〔採択件数・採択例〕

２１年度 未定
２０年度 ９件 ６５，６５１千円

道路改良工事（桶川市、滑川町）ほか

〔根拠法令・要綱等〕
市町村道路整備事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 道路改築事業 ３か年以内

橋りょう整備事業 ３か年以内
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
埼玉県ふるさと創造貸付金
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建設費補助金制度

【県土整備部】
緊急市町村道安全対策 制度区分 県補助金
事業費補助金 所管省庁
（ふるさと創造資金 緊急重点事業推進枠） 県担当課 道路街路課 市町村道担当（内線5086）
支

市町村道における交通事故を削減するため、県が指定した交通事故多発エリアを有する市町村が行う安
援 全対策事業に対し、事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

目

的
〔対象事業〕

市町村道として認定されている道路で、国庫補助の対象となっていない事業で次に掲げるもの。
道路付属物に該当するもの、若しくは付随するもので道路管理者が行うべき交通安全対策に資するハ

ンプ・防護柵・区画線・カラー舗装・カーブミラー・道路照明灯・グリーンベルト・警戒標識・視線誘
導標等

支

〔対象経費〕
工事費のみ

〔支援金額（率）〕
援 補助対象事業費の３分の１以内とする。ただし１地区当たりの補助対象事業費は３００万円以上かつ

１，０００万円を限度とする。

〔対象団体〕
市町村（政令指定都市を除く）

内

容

〔予 算 額〕２１年度 １５，０００千円 、 ２０年度 ２５，０００千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 未定
２０年度 ７件 １０，３２６千円

川越市、熊谷市ほか

〔根拠法令・要綱等〕
緊急市町村道安全対策事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 平成２１年度

〔組合せ出来る他制度〕
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建設費補助金制度

【県土整備部】
市町村治水事業費等補助金 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 地域づくり支援枠） 所管省庁

県担当課 河川砂防課 防災担当（内線5137）
支

洪水または内水による浸水被害の防止、軽減を図る治水対策及び良好な水辺空間の形成を図る親水、浄
援 化対策を推進するため、河川管理施設等の整備を推進しようとする市町村等に対して、予算の範囲内で補

助金を交付する。
目

的
〔対象事業〕
同一河川１回限りを原則とし、次に掲げる整備とする。ただし、国庫補助対象事業及び用地買収を除く。

１．準用河川及び普通河川改修事業
総事業費が概ね１，０００万円以上３億円未満で、次に掲げるいずれかの条件に該当する事業。
（１）氾濫被害が防止される区域内に１０ｈａ以上の農地、１５戸以上の家屋または５ｈａ以上の宅

支 地が存じ、かつ過去３箇年間に氾濫被害が１回以上発生した区域に係わる河川の整備事業。
（２）良好な水辺空間の整備を図る必要がある市町村のシンボル的河川で、親水性を高めるための整

備事業。
（３）汚濁の進んだ河川の水質浄化施設に係る整備事業。

２．ポンプ場整備事業
総事業費が概ね１，０００万円以上３億円未満で、内水排除を必要とする箇所でのポンプ場の新設ま
たは既存施設の増改築を行う整備事業。

援 なお、氾濫が防止される区域内に１５戸以上の家屋または１．５ｈａ以上の宅地が存じ、かつ過去３
箇年間に氾濫被害が１回以上発生した区域に係わる河川の整備事業であることを要件とする。

３．河川防災関連施設整備事業
総事業費が概ね５００万円以上３，０００万円未満で、次に掲げる事業に要する費用の補助。
（１）水防活動用資機材（排水ポンプ等）
（２）水防拠点の新設及び増改築
（３）防災情報の収集、伝達機器（水位、雨量観測施設でテレメータ化を伴うもの）

内
〔対象経費〕

工事費、備品購入費

〔支援金額（率）〕
補助対象事業費から地方債等の特定財源を控除した一般財源の３分の１以内。ただし、前年度の普通交

付税不交付団体に対しては４分の１以内とする。
容

〔対象団体〕
市町村、一部事務組合、水害予防組合

〔予 算 額〕２１年度 １，２００，０００千円のうち一部
２０年度 １，１００，０００千円のうち一部

〔採択件数・採択例〕
２１年度 未定
２０年度 ５件 ３２，９１３千円

河川改修事業（本庄市、東松山市）ほか
〔根拠法令・要綱等〕

市町村治水事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 事業着手後５年以内
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
・一般単独事業債（臨時河川等整備事業・・・・一般分）

地方債対象：河川事業、その他治山治水事業等
地方債額 ：（単独事業として当該年度に実施する河川整備事業費総額－前年度の同事業費の一般財源

－控除財源（当該補助金等））×充当率９５％
・一般単独事業債（一般事業のうち、その他事業の土木施設）

地方債対象：河川事業、排水施設事業
地方債額 ：対象事業費×充当率７５％
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【都市整備部】
埼玉県公共団体土地区画整理 制度区分 国庫補助金・県補助金
事業県道整備費 所管省庁 国土交通省 都市・地域整備局 市街地整備課

国土交通省 住宅局 住宅整備課
県担当課 市街地整備課 区画整理担当（内線５３８３）

支
市町村が土地区画整理事業により都市計画決定された県道を整備する場合に、その整備に要する費用の

援 一部を負担することにより、県道及び沿線市街地の整備促進を図るものである。

目

的
〔対象事業〕

当該年度に国庫補助金等を充当して実施する公共団体土地区画整理事業であって、その施行区域内に、
都市計画決定済みの県道等（県道及び県へ移管することについて市町村長と知事との間に協議が成立して
いる道路）を含むもの。

支 〔対象経費〕
土地区画整理事業に要する道路築造費、物件移転補償費、調査設計費等

〔支援金額（率）〕
・国庫補助率 ５／１０、５．５／１０

援 ・県補助率

１
× 県道等整備費に係る国庫補助事業等の当該年度の事業費

３

上式により算出した額を限度として、知事の定める額とする。
内

〔対象団体〕
市町村

容

〔予 算 額〕２１年度 ３９２，３０２千円 、 ２０年度 ４８０，２４０千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）７市 ９地区 （川口市石神西立野地区、鳩ヶ谷市里地区 等）
２０年度 ７市 １０地区 （川口市石神西立野地区、鳩ヶ谷市里地区 等）

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県公共団体土地区画整理事業県道整備費交付要綱

〔事業期間・採択期限〕 ①
事業期間 １年（原則） ← 補助対象事業費 →
新規採択期限 特になし 国庫補助金 県補助金 一般公共事業債

〔組合わせ出来る他制度〕 補助対象事業費×1/2 県道整備費 (国庫補助基本額 一般財源
①一般公共事業債（都市計画……道路特会……土地区画整理) ×1/3 -特定財源)×55%
｛国庫補助基本額－特定財源(当該補助金等)｝ ②

×充当率55％＝地方債額 ← 総事業費 →
← 補助対象事業費 →

②公営企業債 国庫補助金 県補助金 地域開発事業債
｛総事業費－（国庫補助基本額＋保留地処分金 補助対象事業費×1/2 県道整備費 一般財源 {総事業費-(国庫補助基本額+保留地

以外の特定財源(当該補助金等))｝×充当率100％ ×1/3 処分金以外の特定財源)}×100%
＝地方債額
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【都市整備部】
埼玉県市街地再開発促進事業費 制度区分 国庫補助金・県補助金
補助 所管省庁 国土交通省 都市・地域整備局 市街地整備課

国土交通省 住宅局 市街地建築課
県担当課 市街地整備課 再開発担当

支
市街地再開発事業を促進し、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る

援

目

的
〔対象事業〕

埼玉県市街地再開発促進事業制度要綱（平成９年４月１日付都整第３２９号）に規定する組合等施行
の市街地再開発事業

事業要件
市町村が施行者に対して当該市街地再開発事業に要する費用の一部を補助する事業で、埼玉県市街地

再開発事業等に係る県費補助採択基準により採択された事業であること。
支

〔対象経費〕
市街地再開発事業に要する調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費及び附帯事務費

〔補助金額（率）〕
援 ・国庫補助率 １／３

・県補助率 １／６（一部１／９）以内

〔対象団体〕
市町村

内

容

〔予 算 額〕 ２１年度 ６０３，９５０千円 ２０年度 ５４１，０７０千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 ６市 ６地区（所沢市 所沢元町北地区 等）

２０年度 ６市 ６地区（所沢市 所沢元町北地区 等）
〔根拠法令・要綱等〕

・埼玉県市街地再開発促進事業費補助金交付要綱
・埼玉県市街地再開発促進事業制度要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 なし

〔組合わせ出来る他制度〕
・国土交通省都市・地域整備局所管市街地再開発事業費補助（一般会計）
・国土交通省住宅局所管市街地再開発事業費補助
・国土交通省都市・地域整備局所管まちづくり交付金
・国土交通省住宅局所管地域住宅交付金
・国土交通省都市・地域整備局所管暮らし・にぎわい再生事業
・国土交通省住宅局所管暮らし・にぎわい再生事業
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【都市整備部】

埼玉県市街地再開発事業等 制度区分 国庫補助金・県補助金
公共施設整備費補助 所管省庁 国土交通省 都市・地域整備局 市街地整備課

県担当課 市街地整備課 再開発担当
支
援 公共施設（道路、駅前交通広場等）の整備を行う市街地再開発事業等を推進し、都市基盤の整備を図る
目
的

〔対象事業〕
次に掲げる公共施設の整備を行う市街地再開発事業等

１ 施行地区内の都市施設として計画決定された駅前交通広場又は道路で計画幅員が８ｍ以上のもの
２ 都市計画法第１１条第１項第２号に掲げる都市施設のうち計画決定された公園、緑地及び広場

３ 施行区域から、鉄道若しくはバス路線の最寄りの駅若しくは停留所までの歩道のバリアフリ－化事
業で次に掲げるもの
（１）視覚障害者を誘導するためのブロック敷設
（２）歩道の切り下げ

支 事業要件
市町村が施行する市街地再開発事業等及び市町村が負担する公共施設が整備される市街地再開発等

で、埼玉県市街地再開発事業等に係る県費補助採択基準（平成９年４月１日付都整第３２９号）により
採択された事業であること。

〔対象経費〕
援 用地買収方式で都市計画道路を整備した場合に必要な工事費、付帯工事費、測量及び試験費、用地費

び補償費（対象事業３を除く）、機械器具費

〔補助金額（率）〕
国庫補助率 県補助率

市街地再開発事業等公共施設整備費補助（従来型） １／２ １／１０
内 （対象：市街地再開発事業により整備される公共施設） （５．５／１０） （１／１０）

〔対象団体〕
市町村、再開発組合等

容

〔予 算 額〕 ２１年度 １４，０００千円 ２０年度 １０，０００千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度 １市１地区（蓮田市蓮田駅西口地区）
２０年度 １市１地区（蓮田市蓮田駅西口地区）

〔根拠法令・要綱等〕
・埼玉県市街地再開発事業等公共施設管理者負担金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 １年
新規採択期限 なし

〔組合わせ出来る他制度〕
・国土交通省都市・地域整備局所管市街地再開発事業等管理者負担金補助
・国土交通省都市・地域整備局所管地域活力基盤創造交付金
・国土交通省住宅局所管住宅宅地関連公共施設整備促進事業費補助
・国土交通省住宅局所管住宅市街地総合整備事業
・国土交通省都市・地域整備局所管まちづくり交付金
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【教 育 局】
文化財保存事業費補助金 制度区分 国庫補助金・県補助金

所管省庁 文化庁 伝統文化課
県担当課 生涯学習文化財課（内線６９８６）

支
国指定文化財及び国登録文化財並びに県指定文化財の所有者等が実施する文化財保存事業に対し、補助

援 金を交付し、所有者等の負担を軽減することにより、適切な保護・管理事業を促し、文化財の保存を図
る。

目

的
〔対象事業〕

国指定文化財もしくは国登録文化財、県指定文化財に対する文化財保存事業

〔対象経費〕
支 文化財の管理工事、修理工事、土地買収、その他保存に必要な事業

〔支援金額（率）〕
１ 県指定文化財

県補助金 保存事業費の１／２以内

援 ２ 国指定文化財・国登録文化財
国庫補助金 保存事業費の１／２以内（原則）
県補助金 国庫補助事業の場合は、保存事業費から国庫補助金を差し引いた残額の１／２以内

の額

〔対象団体〕
文化財の所有者、管理者等（含む市町村）

内

容

〔予 算 額〕２１年度 ７０，９１６千円 、 ２０年度 ７９，５４５千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定）３６件 福徳寺阿弥陀堂防災施設事業（飯能市）
平林寺三門、中門屋根保存修理事業（新座市）他

２０年度 ２７件 歓喜院聖天堂保存修理事業（熊谷市）
川越城本丸御殿及び家老詰所保存修理事業（川越市）他

〔根拠法令・要綱等〕
文化財保護法、文化芸術振興基本法、埼玉県文化財保護条例
文化財保存事業費交付要綱、民俗芸能の振興事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 特になし
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
国庫補助金（国指定文化財・国登録文化財のみ） 地方債
・国宝重要文化財等保存整備費補助金 ・地域資源活用促進事業（地域活性化事業債化）
・国宝重要文化財等活用施設整備費補助金
・史跡等購入費補助金


